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 本委員会に付託された調査事件について、調査の報告を下記のとおり会議規

則第７７条の規定により報告します。 

 

記 

 

１ 調査事件 

 

   高齢者福祉の充実について 

 

２ 調査目的 

 

   高齢者福祉の充実のため 

 

３ 調査の経過 

□平成２５年１１月５日 

   保健福祉課長の出席を求め、第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画

等の進捗状況についいて説明を受け質疑を行った。 

   また、国見町に新設された特別養護老人ホーム「国見の里」の視察を行

った。 

 

 □平成２６年６月３日 

   保健福祉課長の出席を求め、介護保険の現状と課題について説明を受け

質疑を行った。 

 

 □平成２６年８月５日 

   保健福祉課長の出席を求め、介護保険法改正に伴う当町への影響度合い

について説明を受け質疑を行った。 



 □平成２６年１１月２１日 

   これまでの調査経過について整理を行った。 

 

 □平成２７年１月２２日 

   保健福祉課長の出席を求め、介護保険法の改正、２０２５年問題など今

後の課題について説明を受け質疑応答を行った。 

 

４ 調査の結果 

  高齢化のピークを迎える時期までに、高齢者が地域で安心して暮らせる地

域包括ケアシステムを構築するために、①認知症支援策、②医療関係との連

携、③高齢者の居住に係る施策との連携、④生活支援サービスの充実といっ

た重点的に取り組むべき事業を実情に応じて選択し位置づける等、段階的に

計画の記載内容を充実強化してきた。しかし、受け入れ施設側においては、

体制が不十分（職員不足）である等、未だに待機者がいるのが現状である。

一方、給付費は年々増加し、財政状況は極めて厳しい。 

このような状況から「利用者負担の見直し」「補足給付の見直し」「第１号保

険料の低所得者軽減強化」等、平成２７年８月に介護保険制度の改正がなされ

る。 

当議会において、平成２６年３月に地方自治法第９９条の規定に基づき、「要

支援者を介護保険制度の給付対象から外し、市町村の支援事業に委ねること」

「一定以上の所得のある人の利用料を２割に引上げること」の取り下げを強く

要望し、内閣総理大臣宛意見書を提出したが実現には至らなかったことは誠に

遺憾である。 

今後は、介護予防給付の見直しと合わせて、町が中心となって生活支援コー

ディネーターの配置等を通じて、地域の支えあいの体制づくりを早期に構築し、

介護サービス事業者のサービス提供から、住民が担い手として積極的に参加す

る支援まで、それぞれの実情に応じてサービスの多様化を図り、高齢者の多様

なニーズに対応できるよう対処されたい。 

また、サービス利用に当っては、引き続き地域包括支援センター等のケアマ

ネジメントに基づき適切な支援に繫げ、自立支援の観点から、その人によりふ

さわしいサービスの利用実現に努められたい。 


